
人生の最終段階における医療・介護
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※R5.5.18「令和６年度の同時報酬改定に向けた意見交換会（第３回）」資料より抜粋



〇死亡の場所については、自宅・介護施設等が増加傾向にある。

死亡の場所の推移

死亡の場所の推移

厚生労働省「人口動態統計（令和３年）」
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それまでの医療・ケアはどこで受けたいですか ＜一般国民（n=3,000）のみ＞

厚生労働省「令和４年度人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査報告書」（速報値）
※ 集計は、小数点第２位を四捨五入しているため、数値の合計が100％ちょうどにならない場合がある
※ 回答の比率（％）は、その質問の回答者数を基数として算出しているため、複数回答の質問はすべての比率を合計すると100％を超えることがある

（あなたの病状）
病気で治る見込みがなく、
およそ１年以内に徐々にあるいは急に死
に至ると考えたとき。

人生の最終段階において、医療・ケアを受けたい場所に関する希望

（あなたの病状）
末期がんと診断され、状態は悪化し、痛みはなく、
呼吸が苦しいといった状態です。今は食事や着替え、
トイレなどの身の回りのことに手助けが必要です。
意識や判断力は健康な時と同様に保たれています。

最期をどこで迎えたいですか ＜一般国民（n=3,000）のみ＞

（あなたの病状）
慢性の重い心臓病と診断され、
状態は悪化し、痛みはなく、呼吸が苦しいと
いった状態です。今は食事や着替え、
トイレなど身の回りのことに手助けが必要です。
意識や判断力は健康な時と同様に保たれています。

（あなたの病状）
認知症と診断され、状態は悪化し、
自分の居場所や家族の顔が分からない状態です。
今は、食事や着替え、トイレなど身の回りのこ
とに手助けが必要です。
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本人や
家族等※と
十分に話し
合う

本人の意思が
確認できる

・心身の状態等により医療・
ケア内容の決定が困難な場合

・家族等※の中で意見が
まとまらないなどの場合等

→複数の専門家で構成する
話し合いの場を設置し、
方針の検討や助言

本人の推定意思を尊重し、

本人にとって最善の方針をとる

本人にとって最善の方針を

医療・ケアチームで慎重に判断

人生の最終段階における医療・ケアについては、医師等の医療従事者から本人・家族等へ適切な情報の提供と説明がなされた上で、
介護従事者を含む多専門職種からなる医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人の意思決定を基本として進めること。

本人の人生
観や価値観
等、できる
限り把握

･家族等※が本人の
意思を推定できる

主なポイント

･家族等※が本人の
意思を推定できない
･家族がいない

本人の意思が
確認できない話し合った

内容を都度
文書にまと
め共有

※本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、話し合いに先立ち
特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことが重要である。

※家族等には広い範囲の人(親しい友人等)を含み、複数人存在することも考えられる。

心身の状態に応じて意思は変化しうるため
繰り返し話し合うこと

人生の最終段階における
医療・ケアの方針決定

本人と医療・ケアチームとの合意

形成に向けた十分な話し合いを踏

まえた、本人の意思決定が基本

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」
における意思決定支援や方針決定の流れ（イメージ図） （平成30年版）
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【継続的な意思決定支援】
ステップ１ 本人の嫌なこと、好み、大切なこと、価値観、人生観、死生観を示す “発言” や “エピソード”を把握する
ステップ２ 把握した “発言” や “エピソード” をできるだけ逐語的に記録し、把握した場面も分かるような記述を添える
ステップ３ 記録は必要な時に共有できるよう準備しておく

○ 人生の最終段階における医療・介護に対する意思決定支援について、認知機能の低下や明瞭に意思を
示せない状態に至った場合に備える目的で、対象者へ継続的に診療やサービス提供をする中で専門職が
機会をとらえて断続的に繰り返すことが重要とされている。
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継続的な人生の最終段階における意思決定支援について



人生の最終段階における医療・ケアに関する
家族等や医療・介護従事者との話し合いの実施状況

あなたが人生の最終段階で受けたいもしくは受けたくない医療・ケアについて、
ご家族等や医療・介護従事者と詳しく話し合っていると思いますか

厚生労働省「令和４年度人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査報告書」（速報値）
※ 集計は、小数点第２位を四捨五入しているため、数値の合計が100％ちょうどにならない場合がある
※ 回答の比率（％）は、その質問の回答者数を基数として算出しているため、複数回答の質問はすべての比率を合計すると100％を超えることがある

「あなたが人生の最終段階で受けたいもしくは受けたくない医療・ケアについて、ご家族等や医療・介護従事者と詳しく話し
合っていると思いますか」の問に「詳しく話し合っている」「一応話し合っている」と回答した方にお尋ねします。

どなたと話し合いましたか（複数回答可）

「あなたが人生の最終段階で受けたいもしくは受けたくない医療・ケアについて、ご家族等や医療・介護従事者と詳しく話し
合っていると思いますか」の問に「詳しく話し合っている」「一応話し合っている」と回答した方にお尋ねします。

話し合った内容を医療・介護従事者と共有していますか

29.9%
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○ 担当患者・利用者本人と人生の最終段階の医療・ケアに関する話し合いについて、「十分行っている」及
び「一応行っている」を合わせると、医師が59.5％、看護師が54.5％、介護支援専門員が68.8％である。一
方、医師の20.9％、看護師の26.4％、介護支援専門員の25.0％が、「ほとんど行っていない」としている。

人生の最終段階における医療・ケアに関する話し合いの実施状況

16.9%

7.2%

8.7%

42.6%

47.3%

60.1%

20.9%

26.4%

25.0%

13.7%

15.6%

3.1%

5.9%

3.5%

3.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医師(n=1,462)

看護師(n=2,347)

介護支援専門員

(n=1,752)

十分行っている 一応行っている ほとんど行っていない 人生の最終段階の患者・利用者本人に関わっていない 無回答

59.5%

54.5%

68.8%

あなたは、担当される患者・利用者本人と人生の最終段階の医療・ケアについて、
十分な話し合いを行っていると思いますか（○は１つ）

出典：厚生労働省「令和４年度人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査報告書」（速報値） 7



人生の最終段階における医療・ケアに関する話し合いの時期について

62.4%

63.8%

79.2%

60.7%

21.8%

4.6%

1.1%

49.0%

61.3%

77.1%

56.7%

19.5%

6.0%

1.6%

51.8%

55.0%

69.0%

66.2%

15.2%

5.1%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

治療困難な病気と診断されたとき

治療方針が大きく変わったとき（例：積極的な治療をやめるとき）

病気の進行に伴い、死が近づいているとき

患者・利用者本人や家族等から人生の最終段階における医療・ケアにつ
いて相談があったとき

人生の最終段階に限ることなく、日々の診察の中で話し合っている

その他

無回答

医師(n=870) 看護師(n=1,280) 介護支援専門員(n=1,205)

あなたは患者・利用者本人やその家族等と人生の最終段階の医療・ケアについての
話し合いをいつ行っていますか（複数回答可）（※）

出典：厚生労働省「令和４年度人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査報告書」（速報値）

○ 人生の最終段階の医療・ケアの話し合いを行う場面としては、「病気の進行に伴い、死が近づいていると
き」が医師で79.2％、看護師で77.1％、介護支援専門員で69.0％と最も多く、「治療方針が大きく変わったと
き」、「治療困難な病気と診断されたとき」や「患者・利用者本人や家族等から人生の最終段階における医
療・ケアについて相談があったとき」が約５～６割であった。
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※「担当される患者・利用者本人と人生の最終段階の医療・ケアについて、十分な話し合いを行っていると思いますか」の問に
「十分行っている」「一応行っている」と回答した医師、看護師、介護支援専門員が回答



○ 自分が意思決定できなくなったときに、自分の医療・ケアに関する方針を決めてほしいと思う人、もしくは
決めることができると思う人は、一般国民の92.3％が家族と回答した。医療・介護従事者に方針を決めてほ
しい、もしくは医療・介護従事者が決めることができると思う人とした割合について、一般国民は医師、看護
師、介護支援専門員よりも高かった。

自分の治療・ケアの方針を委ねられる人

92.3%

17.5%

4.6%

27.5%

1.9%

0.6%

94.5%

13.5%

7.3%

16.6%

1.8%

2.2%

96.7%

18.0%

10.0%

14.6%

2.0%

0.6%

96.9%

18.9%

7.9%

12.9%

2.9%

0.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族

親族

友人・知人

医療・介護従事者

その他

無回答

一般国民(n=3,000) 医師(n=1,462) 看護師(n=2,347) 介護支援専門員(n=1,752)

自分が意思決定できなくなったときに、自分の医療・ケアに関する方針を決めてほしいと思う人、
もしくは決めることができると思う人は誰だと思いますか（複数回答可）

出典：厚生労働省「令和４年度人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査報告書」（速報値） 9



61.2%

54.7%

43.8%

21.2%

17.8%

8.3%

1.0%

69.8%

55.8%

41.4%

28.1%

14.6%

7.2%

1.4%

72.4%

49.8%

35.0%

19.2%

8.7%

8.1%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

人生の最終段階にあるという状況を、患者・利用者本人
や家族が受け入れられない

家族等による患者・利用者本人へのサポート体制ができ
ていない

家族等へのサポート体制ができていない

医療・介護従事者側が知識や経験に乏しい

説明する時間がとれない

その他

無回答

医師(n=1,462) 看護師(n=2,347) 介護支援専門員(n=1,752)

○ 「家族等による患者・利用者本人へのサポート体制ができていない」と感じている医師が54.7％、看護師が
55.8％、介護支援専門員が49.8％、「家族等へのサポート体制ができていない」と感じている医師が43.8％、
看護師が41.4％、介護支援専門員が35.0％であった。

人生の最終段階における医療・ケアについて話し合うにあたり、難しいと感じること

あなたが、担当される患者・利用者本人に対し、人生の最終段階における医療・ケアについて
話し合うにあたり、難しいと感じることは何ですか（複数回答可）

出典：厚生労働省「令和４年度人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査報告書」（速報値） 10



○ 人生の最終段階において、抗生剤投与や点滴からの水分補給に比べ、中心静脈栄養・経鼻栄養・胃ろ
う・人工呼吸器管理・心肺蘇生を望む国民が少ない傾向にあった。また、どの項目についても、「わからな
い」と回答する国民が一定数いた。

人生の最終段階において望む処置

57.2%

56.2%

19.4%

11.8%

7.6%

11.6%

20.7%

12.4%

18.8%

46.5%

54.5%

63.3%

57.3%

53.8%

25.2%

21.4%

30.7%

30.3%

26.0%

27.9%

22.4%

5.1%

3.6%

3.4%

3.4%

3.1%

3.2%

3.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

他の病気にもかかった場合、
抗生剤を飲んだり点滴したりすること

口から水を飲めなくなった場合の点滴

口から十分な栄養をとれなくなった場合、
首などから太い血管に栄養剤を点滴すること（中心静脈栄養）

口から十分な栄養をとれなくなった場合、
鼻から管を入れて流動食を入れること（経鼻栄養）

口から十分な栄養をとれなくなった場合、
手術で胃に穴を開けて直接管を取り付け、

流動食を入れること（胃ろう）

呼吸ができにくくなった場合、
気管に管を入れて人工呼吸器につなげること
（言葉を発声できなくなる場合もあります）

心臓や呼吸が止まった場合の蘇生処置
（心臓マッサージ、心臓への電気ショック、人工呼吸などを行

うこと）

望む 望まない わからない 無回答

人生の最終段階で望む処置＜一般国民（n=3,000）のみ ＞

出典：厚生労働省「令和４年度人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査報告書」（速報値） 11



※出典：在宅医療・救急医療連携にかかる調査・セミナー事業報告書（令和３年度 厚生労働省委託事業）
令和４年１月に、47都道府県に調査を実施。（有効回答率：91.5％）

②在宅療養患者における救急搬送について受入医療機関の指定等
を含むルールの作成の有無（n=43）

③消防機関と都道府県との間で、DNAR等の方針が示されている
在宅療養患者の救急搬送の取り決めの有無（n=43）

①在宅療養患者本人の診療・DNAR等の情報を関係職種で
共有できるようなルールやツール等の作成の有無（n=43）

【作成している搬送ルール（例）】
● 脳卒中患者は県内を４ブロックにわけてその中で
急性期病院に搬送するルールが消防と共有できている。

● 二次医療圏域ごとに、病院の機能分化を進めており、
それぞれ関係団体で共有されている。

● 傷病者の状態に応じて受入れ実施基準等に基づいて
搬送先医療機関を選定している。

厚生労働省が都道府県に対し、市町村の在宅療養患者の救急搬送ルール等に関する支援体制を調査した結果は以下
のとおりであった。

在宅医療を受けている患者の救急搬送への対応状況
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①心肺蘇生の継続又は中止＊

②救急搬送の有無 ③かかりつけ医への連絡の有無

【課題】心肺蘇生を望まない傷病者に係る救急出動

＜参考＞
全救急出動件数：6,639,767件（令和元年）

5,935,694件（令和２年）
出典：「令和３年版 救急・救助の現況（総務省消防庁）」

○ 消防庁によると、救急隊が出動した後、心肺機能停止状態の傷病者が「心肺蘇生を拒否する意思表示」をし
ていたことを、医師や家族等から伝えられた事案は、令和元年で5,359件、令和２年で5,538件であった。

○ その中で「心肺蘇生の継続」、「搬送」となった割合は相対的に高いものの、「心肺蘇生の中止」、「不搬
送」となった件数は、増加傾向にある。

※出典：「心肺蘇生を望まない傷病者に係る救急出動件数調査」
平成31年1月1日～令和２年12月31日に全国の消防本部に調査を実施。

＊心肺蘇生を行わなかった場合は「中止」に含まれる
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315

399

446

411

327

278

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年

(n=726)

令和２年

(n=726)

令和３年

（n=724）

定めている 定めていない

29

79

30

308

27

80

19

273

20

62

13

220

0 100 200 300 400

その他

消防本部内で有識者を

交えずに

消防本部内で有識者を

交えて

県または地域MC協議会

令和元年

(n=315)

令和２年

(n=399)

令和３年

(n=446)

69.8％

68.4％

69.1％

4.1％
4.8％

6.7％

6.4％

6.8％

6.5％

19.7％

20％

17.7％

○調査対象 全国の消防本部
○調査基準日 毎年８月１日
※救急業務体制の整備・充実に関する調査のうち、傷病者の意思に沿った救急現場における心肺蘇生に係る質問項目を抜粋

②対応方針の内容について ③策定の検討が行なわれた場

○対応方針を定めている消防本部は、２年間で131本部増加している。
○定めている対応方針の内容が「心肺蘇生を中止又は中断できる」である消防本部は、２年間で86本部増加している。
〇対応方針の策定を「県または地域MC協議会」で行った消防本部は、２年間で88本部増加している。

①対応方針を定めているか

（１） 調査概要

（２） 調査結果

118
170

204

173

197

20724

32

35

0

50

100

150

200
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④「定めている」消防本部について

対応方針策定の場に参加したのはどのような職種か（複数回答）
⑤「定めていない」消防本部について

方針策定の予定はあるか

⑥心肺蘇生を望まない傷病者に係る事案を事後検証の対象としているか ⑦事後検証を「全事例行っている」「必要に応じて行っている」消防本部について

事後検証を行う場（複数回答）

○介護関係者、在宅医療関係者が対応方針策定の場に参加している割合は、徐々に増加しているものの、その水準は低い。
○対応方針を定めていない消防本部のうち、「策定に向けて検討中」としている割合は増加している。
〇約８割の消防本部が、心肺蘇生を望まない傷病者に係る事案の事後検証を行っている。
○事後検証を行う場は、７割以上が「都道府県または地域MC協議会」である。

（２） 調査結果（続き）
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